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市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

くまもと市政だよりへの広告を募集中。販売代理店の株式会社ウィット（☎072-668-3275）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

 わんにゃん相談コーナー（犬のしつけ）（予約制）� 　無料　 

  日  1月27日（火）午前10時～午後4時�
  場  市動物愛護センター  内  犬のしつ
けの悩みに対する個別相談  師  JAHA
認定家庭犬しつけインストラクター�
  対  犬の飼い主 ※ペット同伴可。�
  定  10組（抽選）  申  1月16日まで（必
着）にはがきに住所、氏名、年齢、電話
番号、相談内容を書いて〒861-8045
東区小山2丁目11-1市動物愛護セン
ターへ
（市動物愛護センター　☎380-2153）

 動物を飼う前に考えて  
飼えなくなった動物についての相

談が多く寄せられています。最期まで
責任を持って飼えるのか、飼う前に次
の10のことについて考えてみましょ
う。
①住まいは動物を飼える住居か?転居
や転勤の予定はないか?

②飼いたい動物は、自分の生活スタイ
ルに合っているか?

③家族全員、動物を飼うことに賛成し
ているか?

④家族に動物アレルギーの人はいな
いか?

⑤毎日欠かさず世話に時間と手間を
かけられるか?

⑥飼いたい動物は、自分の体力で世話
ができるか？

⑦高齢や病気になった動物の介護を
して、最期まで飼い続けることがで
きるか？

⑧近所に迷惑をかけないように配慮
できるか？

⑨えさ代や治療費など、動物の一生に
かかる費用を考えてみたか？

⑩万が一、飼えなくなったときのこと
を考えているか？

（市動物愛護センター　☎380-2153）

 貯水槽水道の設置者（所有者・管理者）の皆さまへ  

【貯水槽水道の適正な管理について】

貯水槽水道

貯水槽貯水槽

ポンプポンプ

貯水槽水道とは、水道水をいったん
貯水槽にため、ポンプを使って各階へ
給水する方式のことをいいます。
貯水槽水道は、年1回以上の清掃と

水質検査に加え、本体の破損、水あか
やサビの沈殿物がないか等の日常的
な点検も大切です。
貯水槽の清掃や水質

検査は、県知事登録業
者名簿の「建築物飲料
水貯水槽清掃業」およ

び「建築飲料水水質検査業」へ依頼し
てください。
【直結給水への切り替えについて】

本市では、貯水槽を経由しない3階
直結・直結増圧式給水の普及を推奨し
ており、一定の基準を満たすことで既
設の貯水槽水道からの改造ができま
す。
水道水をより新鮮でおいしく飲む

ために、直結給水方式への切り替えを
検討しませんか。
直結給水方式への切

り替えの相談は、給排
水設備課へ。
（上下水道局給排水設備課　☎381-1152）

 アニサキスなど寄生虫による食中毒にご注意を！  

アニサキスなどの寄生虫による食
中毒が全国的に多発しています。肉や
魚は十分に加熱する、または適切に冷
凍することで、食中毒を防ぐことがで
きます。
詳 し く は 、ホ ー ム

ページ「熊本市安全安
心のひろば」へ。
� （食品保健課　☎364-3188）

 生活にお困りの方の相談は生活自立支援センターへ  

  時  午前9時～午後4時半（土日祝・年
末年始をのぞく）  場  区役所生活自立
支援センター（中央・東・南区役所）※
西区・北区にお住まいの方は区役所で
の出張相談を行っています。  申  中央

（☎ 328-2795）、東（北）（☎ 367-
9233）、南（西）（☎358-5571）  対  家
計管理がうまくいかず生活が苦しい
方、家賃が払えないなどで住まいにつ
いてお困りの方、仕事が見つからない
方など
� （保護管理援護課　☎328-2299）

 人権擁護委員法務大臣表彰を受賞されました  

永年にわたり本市の人権擁護委員
として活動に尽力された功績により、
飯田精三委員が令和7年度法務大臣
表彰を受賞されました。
人権擁護委員は、地域の皆さんから

人権相談を受け、問題解決のお手伝い
をしたり、法務局の職員と協力して人
権侵害から被害者を救済したりする
ほか、地域の皆さんに人権について関
心を持ってもらえるような啓発活動
などを行っています。
� （人権政策課　☎328-2333）

皆さんの意見を募集します。

市ホームページ　
「パブリックコメント実施一覧について」➡

笑顔いきいきプラン（第3次熊本市特別支援教育推
進計画）（素案）
内容	 今後の特別支援教育の方向性を示す計画の素案
提出先	 1月13日までに持参、郵送、ファクス（323-8355）またはメー

ル（tokubetusien@city.kumamoto.lg.jp）で〒860-8601
総合支援課（☎328-2743）へ

閲覧場所	 総合支援課、市ホームページ
　
熊本市健全な森づくり推進計画中間見直し（素案）
内容	 森林の多面的機能を生かした健全な森づくりの方向性を示し、

森林整備の推進と活用を図るための計画の中間見直し素案
提出先	 1月13日までに持参、郵送、LoGoフォームまたはメール

（midoriseisaku@city.kumamoto.lg.jp）で〒860-8601み
どり政策課（☎328-2523）へ

閲覧場所	 みどり政策課、市ホームページ、金峰森の駅み
ちくさ館、立田山憩の森管理センター、ヤマガ
ラビレッジ（市立金峰山自然の家）

　
熊本市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定（素案）
内容	 新たな感染症危機発生時に市民の生命・健康を保護し、市民生

活・経済に及ぼす影響を最小とするための基本方針や措置、関係
機関の役割等を示す計画改定の素案

提出先	 1月13日までに持参、郵送、ファクス（371-5172）またはメー
ル（ kenkoukikikanri@city.kumamoto.lg.jp）で 〒 862-
0971中央区大江5丁目1-1健康危機管理課（☎364-3311）へ

閲覧場所	 健康危機管理課、総合保健福祉センター、市ホームページ

LoGoフォーム

第２次熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画（素案）
内容	 熊本連携中枢都市圏において、温室効果ガスの排出削減などの地球温暖化

対策を推進する計画の素案
提出先	 12月22日～1月21日に持参、郵送、ファクス（359-9945）またはメール

（datsutanso@city.kumamoto.lg.jp）で〒860-8601 脱炭素戦略課（☎
328-2355）へ

閲覧場所	 脱炭素戦略課、市ホームページ
　
第３次熊本市都市マスタープラン（素案） 
内容	 おおむね20年後を見据えた、本市の都市計画に関する基本的な方針の素案
提出先	 1月13日～2月13日に持参、郵送、ファクス（351-2182）またはメール

（toshiseisaku@city.kumamoto.lg.jp）で〒860-8601都市政策課（☎
328-2502）へ

閲覧場所	 都市政策課、区役所総務企画課、市ホームページ
　
熊本都市圏都市交通マスタープラン（素案） 
内容	 おおむね20年後を見据えた、熊本都市圏（熊本市、合志市、菊池市、宇土市、

宇城市、大津町、菊陽町、益城町、御船町、甲佐町、嘉島町、西原村）における、
将来の望ましい交通体系の実現に向けた中長期的なビジョンの素案

提出先	 12月26日～1月26日に持参、郵送、ファクス（351-2182）またはメール
（toshiseisaku@city.kumamoto.lg.jp）で〒860-8601都市政策課（☎
328-2502）へ

閲覧場所	 都市政策課、区役所総務企画課、市ホームページ、県都市計画課、県ホー
ムページ、熊本都市圏総合交通計画協議会ホームページなど

�

熊本市学校給食施設整
備基本構想（素案）
担当課	 健 康 教育課（☎ 328-

2728）
閲覧期間	 12月24日（水）～1月

23日（金）
閲覧場所	 健康教育課、市ホー

ムページ
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